
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

一
二
三

五東
近
江
市
656番

地
東
近
江
市
野
村
町

656番
地

令和年月日 金曜日 第号官 報
資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
五
千
万
円
、
資
本
準
備
金
の

額
を
五
千
万
円
減
少
し
、
そ
れ
ぞ
れ
一
億
円
、
五
億
七
百

十
万
四
千
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
一
月
二
十
三
日

掲
載
頁

八
十
四
頁
（
号
外
第
十
三
号
）

令
和
七
年
七
月
四
日

大
阪
府
箕
面
市
船
場
東
二
丁
目
一
番
一
五
号

ク
モ
ノ
ス
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役

中
庭

和
秀

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
二
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
四
日

福
島
県
い
わ
き
市
東
田
町
二
丁
目
二
〇
番
地
の
八

常
盤
電
設
産
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

丹
野

勇
治

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
三
十
一
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
四
日

岐
阜
市
金
園
町
九
丁
目
二
番
地

株
式
会
社
ト
ヨ
タ
レ
ン
タ
リ
ー
ス
岐
阜

代
表
取
締
役

加
藤

展
之

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
二
十
四
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
四
日

神
戸
市
東
灘
区
魚
崎
中
町
四
丁
目
八
番
一
一
号

株
式
会
社
竹
生

代
表
取
締
役

河
崎

司
郎

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
十
九
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
四
日

兵
庫
県
伊
丹
市
中
央
五
丁
目
五
番
一
八
号

伊
丹
米
穀
株
式
会
社

代
表
取
締
役

北
嶋

和
子

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
八
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
四
日

広
島
県
府
中
市
元
町
四
二
三
番
地
の
八

株
式
会
社
ケ
ー
ブ
ル
・
ジ
ョ
イ

代
表
取
締
役

北
川

和
紀

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
二
十
三
億
九
千
三
百
八

十
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

当
社
の
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
通
り

で
す
。
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令
和
七
年
七
月
四
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
九
番
一
〇
号
ア
ー
ク

ヒ
ル
ズ
仙
石
山
森
タ
ワ
ー
四
〇
階

Ｆ
ａ
ｌ
ｃ
ｏ
ｎ

Ｈ
ｏ
ｌ
ｄ
ｉ
ｎ
ｇ
特
定
目
的

会
社

取
締
役

髙
橋

法
彦

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
三
十
億
三
千
七
百
万
円

減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

要
旨
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
付
官
報
の
号
外
第
六

十
九
号
七
十
八
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
四
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
一
一
番
一
号

Ｌ
Ａ
Ｏ
６
Ｊ
Ｐ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

松
澤

和
浩

債
権
申
出
の
催
告
（
第
二
回
）

当
社
規
約
型
企
業
年
金
は
、
令
和
七
年
五
月
三
十
一
日

に
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
八
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に

該
当
し
た
こ
と
に
よ
り
終
了
し
た
の
で
、
当
社
規
約
型
企

業
年
金
に
債
権
を
有
す
る
も
の
は
本
公
告
第
一
回
掲
載

（
令
和
七
年
七
月
二
日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
く
だ
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き

は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
四
日

長
崎
県
長
崎
市
土
井
首
町
五
一
〇
番
地
二

株
式
会
社
丸
金
佐
藤
造
船
鉄
工
所

規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
清
算
人

山
賀

勇
紀

訂
正
公
告

令
和
七
年
六
月
九
日
（
号
外
第
一
二
六
号
）
掲
載
の
参

加
者
の
有
無
を
確
認
す
る
公
募
手
続
に
係
る
参
加
意
思
確

認
書
の
提
出
を
求
め
る
公
示
中
、
一
頁
三
段
九
行
目
か
ら

十
行
目
「令

和
８
年
２
月
27日
ま
で

」
と
あ
る
は
「令

和
８
年
３
月
31日

ま
で

」、
二
頁
二
段
二
十
六
行
目
か
ら
二

十
七
行
目
「令

和
７
年
６
月
23日

」
と
あ
る
は
「令

和
７

年
７
月
24日

」、
三
十
九
行
目
「６

月
23日

（
月
）

」と
あ

る
は
「７

月
24日（

木
）

」、三
段
八
行
目「７

月
14日（

月
）

」

と
あ
る
は
「８

月
19日

（
火
）

」、
二
十
五
行
目
「23

Ju
n
e
2025

」
と
あ
る
は
「24

Ju
ly
2025

」
に
訂
正
し
ま

す
。令

和
七
年
七
月
四
日

関
東
地
方
整
備
局
長

岩
﨑

福
久

訂
正
公
告

令
和
七
年
六
月
二
十
五
日
（
号
外
第
一
四
三
号
）
一
〇

二
頁
掲
載
の
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、
代
表
取
締
役
の
氏

名
「
関
谷

聡
」
と
あ
る
は
「
石
澤

亮
一
」
の
誤
り

に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
四
日

東
京
都
渋
谷
区
神
宮
前
六
丁
目
一
九
番
二
〇
号

株
式
会
社
荒
井
商
店

代
表
取
締
役

石
澤

亮
一

令
和
七
年
六
月
十
日
公
布
農
林
水
産
省
令
第
二
十
七
号

（
飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
）

（
印
刷
誤
り
）

三
ペ
ー
ジ
下
段
表
中
改
正
後
欄
一
七
行
目
か
ら
四
ペ
ー

ジ
上
段
表
中
改
正
後
欄
一
二
行
目
ま
で
の
行
頭
を
そ
れ
ぞ

れ
一
字
下
げ
る
。

令
和
七
年
六
月
十
六
日
掲
載
の
大
津
家
庭
裁
判
所
彦
根

支
部
に
係
る
令
和
七
年
（
家
）
第
三
〇
二
四
号
相
続
財
産

清
算
人
の
選
任
及
び
相
続
権
主
張
の
催
告
中

訂
正
公
告

令
和
七
年
六
月
二
十
六
日
（
号
外
第
一
四
四
号
）
掲
載

の
第
五
十
五
期
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、「受

注
損
失
引
当

金
|
0

」
を
削
除
し
訂
正
い
た
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
四
日

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
七
丁
目
五
番
二
五
号

日
本
エ
ヌ
・
ユ
ー
・
エ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

近
本

一
彦
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